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高
齢
者
の
た
め
の
住
宅
改
修

給
付
の
増
額
を
求
め
る
請
願

意見書・決議（要旨）�意見書・決議（要旨）�
議員提出議案�

第３回定例会では意見書４件・決議２件を可決し、
議長名で関係行政庁へ提出しました。

要旨は次のとおりです。

障
害
者
自
立
支
援
法
に
つ
い

て
さ
ら
な
る
拡
充
と
助
成
策

の
早
期
実
現
を
求
め
る
決
議

　

障
害
者
自
立
支
援
法
の
施
行
に

伴
い
、
本
年
一
〇
月
か
ら
の
本
格

実
施
に
向
け
て
条
例
改
正
が
提
案

さ
れ
た
。　

　

町
田
市
独
自
の
助
成
策
策
定
に

際
し
て
は
実
態
を
見
極
め
効
果
的

な
も
の
に
す
べ
き
で
あ
る
が
、
成

案
を
得
た
も
の
に
つ
い
て
は
新
年

度
を
待
た
ず
早
急
に
実
施
さ
れ
た

い
。
ま
た
、
サ
ー
ビ
ス
利
用
料
の

支
払
い
が
利
用
日
数
に
応
じ
て
な

さ
れ
る
施
設
に
は
事
業
者
収
入
の

激
減
が
見
込
ま
れ
る
た
め
、
経
営

破
綻
を
未
然
に
防
ぐ
措
置
に
つ
い

て
も
検
討
さ
れ
た
い
。

　

前
定
例
会
で
の
決
議
に
加
え
、

さ
ら
な
る
拡
充
と
助
成
策
の
早
期

実
現
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
決
議
す
る
。

町
田
市
長
あ
て

義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度

を
堅
持
す
る
こ
と
を
求
め
る

意
見
書

　

義
務
教
育
費
の
国
庫
負
担
、
と

り
わ
け
教
職
員
の
給
与
の
国
庫
負

担
制
度
は
「
国
が
必
要
な
経
費
を

負
担
す
る
こ
と
に
よ
り
、
教
育
の

機
会
均
等
と
そ
の
水
準
の
維
持
向

上
を
図
る
」
た
め
の
重
要
な
柱
と

な
っ
て
き
ま
し
た
。
現
在
、
各
地

方
自
治
体
は
大
変
厳
し
い
財
政
状

況
の
中
、
様
々
な
市
民
サ
ー
ビ
ス

・
教
育
の
向
上
に
最
大
限
の
努
力

を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
し
た

が
っ
て
、
国
に
は
教
育
の
充
実
に

努
め
義
務
教
育
国
庫
負
担
制
度
の

堅
持
を
求
め
る
も
の
で
す
。

　

内
閣
総
理
大
臣
ほ
か
三
件
あ
て

航
空
機
騒
音
に
関
す
る
意
見

書

　

米
軍
の
再
編
成
に
よ
り
現
状
に

も
増
し
た
航
空
機
の
配
備
、
訓
練

が
予
想
さ
れ
る
中
、
更
に
騒
音
被

害
の
拡
大
が
懸
念
さ
れ
る
。
町
田

市
に
お
い
て
も
防
音
対
策
が
進
め

ら
れ
て
い
る
が
、
軍
用
機
の
飛
行

ル
ー
ト
に
対
し
、
対
策
エ
リ
ア
が

一
致
し
て
い
な
い
。
町
田
の
騒
音

実
態
を
よ
く
認
識
し
、
適
切
で
将

来
を
見
据
え
た
対
応
策
を
と
る
こ

と
を
強
く
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

一
�
米
軍
機
騒
音
に
対
し
、
現
行

実
施
の
騒
音
対
策
対
象
エ
リ
ア
の

拡
大
を
図
る
こ
と
。

二
�
米
軍
機
の
再
編
成
に
よ
る
、

騒
音
拡
大
は
特
に
高
齢
者
に
は
耐

え
難
い
も
の
で
あ
る
。
騒
音
防
止

の
充
実
を
更
に
求
め
る
も
の
で
あ

る
。

　

以
上
、
地
方
自
治
法
第
九
九
条

の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す

る
。

　

内
閣
総
理
大
臣
ほ
か
三
件
あ
て

..
出
資
法
及
び
貸
金
業
規
制
法

の
改
正
に
関
す
る
意
見
書

　

返
済
能
力
を
超
え
た
借
入
に
苦

し
む
多
重
債
務
者
が
後
を
絶
た
ず
、

社
会
問
題
化
し
て
い
る
。
こ
う
し

た
背
景
に
は
、
貸
金
業
規
正
法
第

四
三
条
の
「
み
な
し
弁
済
」
規
定

を
適
用
さ
せ
「
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
金

利
」
で
営
業
す
る
貸
金
業
者
が
多

い
と
い
う
実
態
が
あ
る
。
国
で
は
、

平
成
一
九
年
一
月
を
め
ど
に
出
資

法
等
の
上
限
金
利
を
見
直
す
と
し

て
い
る
。
今
回
の
見
直
し
時
期
を

と
ら
え
、
借
受
者
の
不
安
を
一
日

で
も
早
く
解
消
す
べ
き
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
町
田
市
議
会
は
国
会

及
び
政
府
に
対
し
、
出
資
法
の
上

限
金
利
を
利
息
制
限
法
の
制
限
金

利
ま
で
例
外
な
く
引
き
下
げ
る
こ

と
、
貸
金
業
規
制
法
第
四
三
条
の

「
み
な
し
弁
済
」
規
定
を
撤
廃
す

る
こ
と
、
出
資
法
附
則
に
定
め
る

日
賦
貸
金
業
及
び
電
話
担
保
金
融

の
特
例
金
利
の
廃
止
並
び
に
保
証

料
名
下
で
の
出
資
法
及
び
利
息
制

限
法
の
脱
法
を
禁
止
す
る
こ
と
を

実
現
す
る
よ
う
強
く
要
請
す
る
。

　

内
閣
総
理
大
臣
ほ
か
六
件
あ
て

飲
酒
運
転
及
び
飲
酒
ひ
き
逃

げ
に
対
す
る
厳
罰
化
等
を
求

め
る
意
見
書

　

「
危
険
運
転
致
死
傷
罪
」
が
、

平
成
一
三
年
に
新
設
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
法
律
に
よ
っ
て
厳
罰
化
さ

れ
、
そ
れ
に
よ
り
、
重
大
な
交
通

事
故
の
減
少
が
期
待
さ
れ
た
が
、

根
本
的
な
解
決
に
は
至
っ
て
い
な

い
の
が
現
状
で
あ
る
。

　

飲
酒
運
転
を
根
絶
さ
せ
る
た
め

に
は
、
更
な
る
法
改
正
と
ド
ラ
イ

バ
ー
倫
理
の
向
上
と
あ
わ
せ
、
飲

酒
運
転
で
き
な
い
車
両
を
自
動
車

メ
ー
カ
ー
に
製
造
さ
せ
る
よ
う
に

指
導
す
る
こ
と
を
求
め
る
。

　

よ
っ
て
こ
こ
に
、
町
田
市
議
会

は
政
府
に
対
し
、
飲
酒
運
転
及
び

飲
酒
に
よ
る
ひ
き
逃
げ
に
対
す
る

厳
罰
化
な
ど
飲
酒
運
転
そ
の
も
の

へ
の
対
策
の
一
層
の
強
化
を
求
め

る
も
の
で
あ
る
。

　

内
閣
総
理
大
臣
ほ
か
四
件
あ
て

　

平
成
一
八
年
第
三
回
定
例
会
に

は
七
件
の
請
願
が
提
出
さ
れ
、
継

続
審
査
と
な
っ
て
い
た
五
件
と
あ

わ
せ
て
審
査
を
行
い
ま
し
た
。
結

果
、
三
件
が
採
択
、
四
件
が
不
採

択
、
五
件
が
継
続
審
査
と
な
り
ま

し
た
。

　

な
お
、
継
続
審
査
と
な
っ
て
い

た
請
願
の
う
ち
、
一
件
は
取
り
下

げ
ら
れ
ま
し
た
。

　

詳
細
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　

【
取
り
下
げ
ら
れ
た
請
願
】

◎
鶴
川
駅
西
側
自
転
車
駐
車
場

（
仮
称
）
の
規
模
縮
小
を
求
め
る

請
願

（
九
月
一
日
取
り
下
げ
）

◎
社
会
福
祉
法
人
等
非
営
利
法
人

が
運
営
す
る
高
齢
者
福
祉
施
設
に

お
け
る
入
所
者
の
廃
棄
物
を
引
き

続
き
家
庭
系
廃
棄
物
と
同
様
の
取

扱
い
と
し
て
求
め
る
請
願

◎
出
資
法
の
上
限
金
利
引
き
下
げ

に
関
す
る
請
願

◎
「
航
空
機
騒
音
に
関
す
る
意
見

書
」
提
出
に
係
る
請
願

◎
市
道
の
一
方
通
行
を
求
め
る
請

願　◎
高
ヶ
坂
小
学
校
に
学
童
保
育
ク

ラ
ブ
増
設
を
求
め
る
請
願

◎
視
覚
障
が
い
者
な
ど
に
対
す
る

福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
請
願

◎
相
原
地
区
有
料
老
人
ホ
ー
ム
設

置
の
請
願

◎
（
仮
称
）
南
大
谷
公
園
に
ト
イ

レ
を
作
る
こ
と
を
求
め
る
請
願

◎
耐
震
化
住
宅
を
増
や
す
た
め
の

措
置
に
関
す
る
請
願

◎
町
田
市
立
鶴
川
第
二
学
童
保
育

ク
ラ
ブ
建
設
場
所
の
再
検
討
を
求

め
る
請
願

◎
町
田
市
に
石
阪
丈
一
町
田
市
長

の
政
治
資
金
規
正
法
違
反
事
件
が

市
政
に
及
ぼ
し
た
影
響
等
に
関
す

る
調
査
委
員
会
の
設
置
を
求
め
る

請
願

◎
石
阪
丈
一
町
田
市
長
の
辞
職
を

求
め
る
決
議
を
行
う
こ
と
を
求
め

る
請
願

　

平
成
一
八
年
第
二
回
定
例
会
に

お
い
て
採
択
さ
れ
た
請
願
に
つ
い

て
、
市
長
か
ら
処
理
経
過
及
び
結

果
に
つ
い
て
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

　

高
齢
者
の
た
め
の
住
宅
改
修
給

付
の
増
額
に
つ
い
て
は
、
願
意
に

沿
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

玄
関
と
居
間
の
改
修
費
用
を
新

た
に
措
置
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

介
護
保
険
制
度
で
給
付
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
た
め
、
新
設
は
考

え
て
い
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
浴
室
改
修
費
用
の
増
額

に
つ
い
て
は
、
現
在
、
ユ
ニ
ッ
ト

バ
ス
へ
の
改
修
が
増
え
、
高
額
な

付
帯
機
能
を
備
え
た
給
湯
設
備
を

設
置
す
る
方
が
多
く
な
っ
て
い
ま

す
。
本
来
、
浴
槽
改
修
は
利
用
者

が
在
宅
で
入
浴
で
き
る
よ
う
に
す

る
た
め
の
改
修
制
度
で
あ
り
、
付

帯
機
能
は
給
付
の
対
象
外
と
す
る

べ
き
も
の
で
す
。
し
か
し
、
こ
の

付
帯
機
能
は
給
湯
器
と
一
体
不
可

分
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
た
め
、

給
付
対
象
に
含
め
ざ
る
を
得
な
い

状
況
と
な
っ
て
い
ま
す
。
住
宅
改

修
の
本
来
の
目
的
を
達
す
る
付
帯

機
能
な
し
の
給
湯
設
備
に
よ
る
改

修
を
行
え
ば
限
度
額
程
度
で
改
修

を
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
た
め
、

給
付
額
の
増
額
は
考
え
て
い
ま
せ

ん
。　

　

軽
微
の
工
事
の
申
請
の
簡
素
化

に
つ
い
て
は
、
軽
微
な
工
事
で
あ

防
衛
施
設
庁
へ
の
要
望
書
提

出
に
関
す
る
請
願

っ
て
も
公
金
に
よ
る
助
成
制
度
で

あ
り
、
申
請
に
一
定
の
書
類
添
付

は
必
要
と
考
え
ま
す
。

　

東
京
防
衛
施
設
局
に
対
し
、
請

願
に
よ
る
要
望
事
項
を
文
書
（
面

談
送
達
）
に
て
依
頼
し
た
と
こ
ろ
、

後
日
、
口
頭
に
て
下
記
の
と
お
り

回
答
が
あ
り
ま
し
た
の
で
報
告
し

ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

《
東
京
防
衛
施
設
局
の
回
答
》　

　

○
市
内
の
設
計
業
者
を
対
象
と

し
た
説
明
会
に
つ
い
て
は
、
町
田

市
環
境
・
産
業
部
経
済
振
興
課
の

主
催
に
よ
る
説
明
会
（
二
〇
〇
六

年
七
月
五
日
開
催
）
の
中
で
、
住

宅
防
音
工
事
補
助
事
業
の
概
要
、

設
計
仕
様
に
つ
い
て
の
説
明
を
行

い
ま
し
た
。

　

○
住
民
向
け
の
相
談
窓
口
に
つ

い
て
は
、
二
〇
〇
六
年
六
月
二
三

日
よ
り
東
京
都
町
田
合
同
庁
舎
に

お
い
て
、
毎
週
火
曜
日
、
金
曜
日

に
行
っ
て
お
り
ま
す
。
設
計
者
向

け
の
相
談
に
つ
い
て
も
、
こ
の
窓

口
に
て
実
施
で
き
る
よ
う
準
備
を

進
め
て
参
り
た
い
。　
　

　

手
続
き
に
つ
い
て
は
、
「
防
衛

施
設
周
辺
整
備
協
会
東
京
支
所
町

田
事
務
所
」
に
お
い
て
も
、
補
助

金
交
付
申
請
書
の
受
付
が
行
え
ま

す
。忠

生
二
丁
目
・
い
す
ず
自
動

車
整
備
工
場
跡
地
に
関
し
て

歩
行
者
の
安
全
確
保
の
た
め

の
土
地
提
供
の
請
願

　

本
件
は
、
町
田
市
住
み
よ
い
街

づ
く
り
条
例
（
以
下
「
条
例
」
と

い
う
）
に
基
づ
く
協
議
の
要
請
が
、

関
係
住
民
等
（
代
表
者
は
請
願
者

と
同
じ
）
か
ら
提
出
さ
れ
、
事
業

主
側
と
協
議
を
継
続
し
て
い
る
中

で
請
願
が
提
出
さ
れ
、
採
択
に
至

っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

請
願
が
採
択
さ
れ
た
後
、
事
業

主
側
へ
は
市
か
ら
口
頭
に
よ
る
請

願
要
旨
の
要
請
を
行
い
、
併
せ
て

条
例
上
の
協
議
を
続
け
る
よ
う
指

導
し
ま
し
た
。

　

協
議
を
続
け
る
中
で
、
今
回
二

〇
〇
六
年
七
月
一
八
日
付
に
て
、

関
係
住
民
等
と
事
業
主
の
間
で
、

下
記
の
と
お
り
協
議
結
果
報
告
が

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
双
方
協
議
が

整
い
解
決
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

○
関
係
住
民
等
か
ら
の
協
議
内

容
等

　

西
側
空
地
開
放
に
つ
い
て
、
北

側
に
車
の
出
入
口
を
設
け
ず
二
五

ｍ
道
路
ま
で
確
保
す
る
事
は
出
来

な
い
も
の
か
。
希
望
は
二
ｍ
の
空

地
を
設
け
て
ほ
し
い
。
出
来
る
な

ら
ば
、
東
側
に
建
物
を
寄
せ
て
、

西
側
の
幅
を
少
し
で
も
確
保
し
て

ほ
し
い
。　

　

○
事
業
者
か
ら
の
回
答
等

　

西
側
に
車
両
出
入
口
を
設
け
る

形
で
の
空
地
開
放
を
二
五
ｍ
道
路

ま
で
確
保
す
る
よ
う
進
め
る
が
、

幅
に
関
し
て
は
、
努
力
は
す
る
が

二
ｍ
は
約
束
で
き
な
い
。

　

ま
ち
づ
く
り
協
議
後
に
、
各
課

協
議
に
て
詳
細
が
決
定
し
な
い
限

り
明
確
な
回
答
に
な
ら
な
い
が
、

住
民
側
と
の
協
力
で
市
と
の
協
議

は
ク
リ
ア
す
る
よ
う
努
め
て
い
く
。

　

東
側
に
建
物
を
寄
せ
る
問
題
は
、

若
干
の
配
慮
に
な
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
実
測
に
基
づ
い
て
可
能
で

あ
れ
ば
報
告
す
る
。

事

業

報

告

書

か

ら

事

業

報

告

書

か

ら

　

九
月
一
日
に
上
程
さ
れ
た
平
成

一
七
年
度
町
田
市
病
院
事
業
会
計

決
算
認
定
は
、
保
健
福
祉
常
任
委

員
会
の
審
査
を
経
て
、
一
〇
月
五

日
の
定
例
会
最
終
日
に
認
定
さ
れ

ま
し
た
。

　
【
経
営
状
況
】

　

収
益
的
収
支
で
は
、
患
者
数
が

入
院
で
年
間
延
べ
一
一
九
、
一
五

三
人（
一
日
平
均
三
二
六
・
四
人
）

で
前
年
度
に
比
べ
六
、
九
九
二
人

（
五
・
五
％
）
減
少
し
、
外
来
で

は
年
間
延
べ
三
〇
三
、
二
八
○
人

（
一
日
平
均
一
、
二
四
三
人
）
で

前
年
度
に
比
べ
九
、
九
三
〇
人

（
三
・
二
％
）
減
少
し
ま
し
た
。

入
院
・
外
来
の
料
金
収
益
は
前
年

度
よ
り
四
億
六
、
五
七
三
万
円

（
五
・
六
％
）
の
減
収
と
な
り
ま

し
た
。
一
方
、
費
用
は
材
料
費
で

二
億
八
、
三
七
六
万
円
（
一
〇
・

〇
％
）
減
少
、
経
費
で
一
億
三
、

六
〇
八
万
円
（
八
・
三
％
）
増
加

な
ど
、
全
体
で
四
億
二
六
八
万
円

減
少
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
決

算
額
は
収
益
的
収
入
が
一
○
〇
億

二
、
六
三
○
万
円
で
前
年
度
に
比

べ
五
億
一
、
九
五
一
万
円
（
四
・

九
％
）
の
減
、
収
益
的
支
出
が
一

○
二
億
七
、
〇
二
四
万
円
で
前
年

度
に
比
べ
四
億
二
六
八
万
円
（
三

・
八
％
）
の
減
と
な
り
、
差
引
き

二
億
四
、
三
九
四
万
円
の
当
年
度

純
損
失
を
計
上
し
ま
し
た
。
こ
の

結
果
、
前
年
度
か
ら
の
繰
越
利
益

剰
余
金
を
加
え
た
当
年
度
末
の
未

処
分
利
益
剰
余
金
は
七
億
七
、
三

九
二
万
円
と
な
り
ま
し
た
。

　

資
本
的
収
支
で
は
、
第
二
・
三

期
増
改
築
工
事
請
負
費
等
の
病
院

改
築
費
に
一
一
億
四
、
七
五
八
万

円
、
医
療
機
器
等
資
産
購
入
費
に

二
億
一
、
三
〇
六
万
円
、
企
業
債

償
還
金
に
三
億
七
、
二
八
四
万
円

を
要
し
、
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入

金
六
、
六
六
七
万
円
及
び
都
補
助

金
二
、
七
六
六
万
円
、
国
庫
補
助

金
四
二
万
円
、
企
業
債
一
〇
億
五
、

二
九
〇
万
円
を
充
て
、
不
足
す
る

額
五
億
八
、
五
八
三
万
円
は
当
年

度
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
資
本

的
収
支
調
整
額
二
五
七
万
円
と
過

年
度
分
損
益
勘
定
留
保
資
金
五
億

八
、
三
二
六
万
円
で
補
て
ん
し
ま

し
た
。

平
成　

年
度

１７

　

病
院
事
業
会
計
決
算
を
認
定


